
資料１ 

「デジタル田園都市国家構想 東海地域通信インフラ整備推進協議会」 

開催要綱（案) 

１ 目的 

 東海地域における「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、光ファイ

バ、５Ｇ等の通信インフラ整備に資するため、自治体、通信事業者等の間での

デジタル実装とインフラ整備のマッチングを推進する。 

２ 名称 

 本会は、「デジタル田園都市国家構想 東海地域通信インフラ整備推進協議会」

と称する。 

３ 取組事項 

（１） 光ファイバ・５Ｇ共通事項

① 地域ニーズ等と通信事業者の整備計画・整備意向とのマッチング

② 潜在的なニーズの発掘・具体化と最適なデジタルツールのマッチング

（２） 光ファイバ関連事項

① 学校・公共施設の所在地への整備

（３） ５Ｇ関連事項

① 公有財産等で基地局を設置可能な施設のデータベース化及び共有

② 公有財産等での基地局設置に際し、設置候補箇所での光ファイバや電

源確保について検討

③ 補助事業の活用により優先して整備する箇所を選定

（４）その他通信インフラ整備に資する事項

４ 構成及び運営 

（１）本協議会の構成機関は、別紙のとおりとする。

（２）本協議会は、必要に応じ構成機関の追加またはオブザーバーとして追加

することができる。

（３）本協議会は、必要に応じ構成機関以外の者の出席を求め、その意見を聴く

ことができる。

（４）会合の開催日時、議事、出席者の構成等は、事務局が必要に応じ構成機関

等と調整し定める。

（５）会合は年に１～２回程度開催する。また、必要に応じ地域（県別等）別、

分野（光ファイバ、５Ｇ等）別の会合を開催する。

（６）本協議会の活動について、効果的かつ効率的な取組に資するよう、「東海

地域デジタル化推進フォーラム」（事務局：東海総合通信局）と適切に連

携する。特に、上記３「取扱事項」については、同フォーラムにおける取



組を適宜情報共有等する。 

(７)本協議会では、通信事業者の整備計画に係る詳細な情報や整備箇所の選

定に資する情報などを取り扱うため非公開とする。

(８)事務局は会合終了後速やかに議事概要を作成し構成機関間で共有する。

(９)その他、本協議会の運営に必要な事項は東海総合通信局が定める。

５ 開催期間 

  本協議会の開催期間は令和６年３月３１日までとするが、通信インフラの 

整備状況等に応じて延長するものとする。 

６ その他 

    本協議会の事務局は、東海総合通信局情報通信部情報通信振興課、無線通信

部電波利用企画課及び陸上課がこれを行うものとする。 



構成機関限り 

 

別紙 

 

「デジタル田園都市国家構想 東海地域通信インフラ整備推進協議会」構成機関 

 

１ 構成員 

（自治体） 

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

 

（通信事業者） 

西日本電信電話株式会社 

中部テレコミュニケーション株式会社 

日本ケーブルテレビ連盟東海支部 

株式会社ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンク株式会社 

楽天モバイル株式会社 

  

２ オブザーバー 

   株式会社ＪＴＯＷＥＲ 

   日本郵便株式会社 

 

 

※ 必要に応じ構成機関やオブザーバーを追加するものとする。 

 

（事務局）東海総合通信局 




